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市選挙管理委員会議 議事録要旨 

 

日  時：令和７年８月 18日（月）午後２時 00分～午後３時 30分 

場  所：行政委員会委員室（市役所４階） 

出 席 者 

（委 員） 

小笹委員長、床田委員長代理、丹野委員、大内委員 

（事務局） 

 事務局長以下７名 

 

議事・議事内容 

報告事項 

１ 第 27回参議院議員通常選挙の結果について 

 

  令和７年７月 20 日に執行された参議院議員通常選挙の結果等について、事務局

から次の点を中心に報告がありました。 

 

・本市の投票率は 59.23％で、前回の投票率 52.21％から約７％の増。 

（大阪府平均 59.14％、全国平均 58.51％） 

・区別の投票率は、阿倍野区が一番高く 65.27％で、一番低い区は浪速区の 47.31％。 

・区別の前回との差分は、西区が一番高く 9.25 ポイント上がっており、最も低い西

成区でも 5.53ポイント上がり、全区で投票率は上がった。 

・前回は府 52.45％に対して本市が 52.20％で、平均と同じぐらい。 

・大阪府の投票率は全国 18位で、前回は 19位。 

・本市における投票者数に占める期日前投票の利用率は 33％であり、前回の 29.7％、

前回の衆議院議員総選挙 29.3％よりやや利用率が高い。 

・ポスター掲示場の減数にかかる問い合わせについて、当局へ電話で１件の問い合わ

せがあった。区への問い合わせ状況については今後確認する。 

・投票案内状について、国会の会期が終了し投票日が確定した６月下旬からの印刷と

なった。本市のように選挙人の多い自治体の場合は印刷に時間がかかるため、７月

３日から 11 日の送付となったことから問い合わせが多かった。公示日以降の送付

となることについては、当局ホームページで周知していたが、次回の参議院議員通

常選挙では各区広報紙で周知することも検討していきたいと考えている。 

・今回発生した不適切事務事案（此花区で点字用投票用紙の交付誤り、鶴見区で投票

用紙の交付誤り、並びに東淀川区及び西成区で氏名掲示票のふりがな表記誤り）に

係る概要及び再発防止策の方向性について説明。 

・不適切事案を踏まえ、今後の選挙時に注意喚起のための委員長名による通知文を各



- 2 - 

区宛てに発出することや、より実効性の高い再発防止策となるよう各区担当者と検

討を行っていきたい。 

・今後は選挙後最初に開催する委員会については、定例開催日に捉われず、投開票日

後 1週間程度の開催日程としていきたい。 

 

２ 大阪市議会議員東成区及び住之江区選挙区補欠選挙の結果について 

 

  令和７年７月 20 日に執行された大阪市議会議員東成区及び住之江区選挙区補欠

選挙の結果等について報告がありました。 

 

３ ７月２日現在の選挙人名簿登録者総数に対する数の告示について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 74 条第５項並びにこれを準用する同法

第 75 条第６項、第 76 条第４項、第 80 条第４項、第 81 条第２項及び第 86 条第４

項（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第８条

第２項及び市町村の合併の特例に関する法律（平成 16年法律第 59号）第５条第 30

項において準用する場合を含む。）の規定による令和７年７月２日現在の選挙人名

簿に登録されている者の総数(公職選挙法第 27 条第２項の規定により選挙人名簿

に同項の表示がされている者を除く。）の 50分の１の数、80万を超える数に８分の

１を乗じて得た数と 40万に６分の１を乗じて得た数と 40万に３分の１を乗じて得

た数とを合算して得た数及び６分の１の数並びに大阪市議会議員の各選挙区にお

けるその総数の３分の１の数について、事務局より、令和７年７月７日に告示（庁

前掲示）した旨報告がありました。 

 

４ ７月 10日現在の選挙人名簿登録者総数に対する数の告示について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 74 条第５項並びにこれを準用する同法

第 75 条第６項、第 76 条第４項、第 80 条第４項、第 81 条第２項及び第 86 条第４

項（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第８条

第２項及び市町村の合併の特例に関する法律（平成 16年法律第 59号）第５条第 30

項において準用する場合を含む。）の規定による令和７年７月 10日現在の選挙人名

簿に登録されている者の総数(公職選挙法第 27 条第２項の規定により選挙人名簿

に同項の表示がされている者を除く。）の 50分の１の数、80万を超える数に８分の

１を乗じて得た数と 40万に６分の１を乗じて得た数と 40万に３分の１を乗じて得

た数とを合算して得た数及び６分の１の数並びに大阪市議会議員の各選挙区にお
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けるその総数の３分の１の数について、事務局より、令和７年７月 15日に告示（庁

前掲示）した旨報告がありました。 

 

５ 個人演説会等公営施設の納付費用額の承認について 

 個人演説会等公営施設の納付費用額について、施設管理者から区選挙管理委員会

へ承認申請があった旨、事務局から説明がありました。 

 

その他 

１ 市区選挙管理委員長会議 意見交換会について 

市区選挙管理委員長会議 意見交換会について、事務局から説明がありました。 

 

２ 当面の会議の予定について 

市選挙管理委員会議等の開催予定について、事務局から説明がありました。 


